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(57)【要約】
【課題】撮像時の各種条件を理解し易くするために、コ
メント領域などのＸ線画像のファイルに付与される情報
に関して、その入力を支援することでユーザによるＸ線
診断装置の操作負担を軽減する。
【解決手段】一実施形態のＸ線診断装置（１０）は、被
検体を透過したＸ線を検出することで被検体画像を生成
するものであり、候補抽出部（４６ａ）と、入力部（４
８）とを有する。候補抽出部は、被検体画像の検査／治
療関連情報を取得し、検査／治療関連情報に基づく抽出
処理を実行することで、被検体画像を他の画像から区別
する特徴情報を複数の候補に絞り込み、これら複数の候
補を表示装置（４７）に表示させる。入力部は、表示装
置に表示された複数の候補の中から、特徴情報を選択す
る入力を受け付ける。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を透過したＸ線を検出することで被検体画像を生成するＸ線診断装置であって、
　前記被検体画像の検査／治療関連情報を取得し、前記検査／治療関連情報に基づく抽出
処理を実行することで、前記被検体画像を他の画像から区別する特徴情報を複数の候補に
絞り込み、前記複数の候補を表示装置に表示させる候補抽出部と、
　前記表示装置に表示された前記複数の候補の中から、前記特徴情報を選択する入力を受
け付ける入力部と
　を備えることを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項２】
　請求項１記載のＸ線診断装置において、
　前記表示装置はＸ線診断装置の一部であり、
　前記入力部は、受け付けた入力により選択された前記特徴情報を前記被検体画像のファ
イルに付随させるＸ線診断装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載のＸ線診断装置において、
　前記候補抽出部は、前記検査／治療関連情報として、Ｘ線の照射条件、前記被検体の情
報、撮像部位、撮像血管名、疾患名、使用薬剤、使用デバイス、又は、使用デバイスに関
わる特徴的な手技名を取得するＸ線診断装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項記載のＸ線診断装置において、
　前記候補抽出部は、前記被検体に対する治療計画の情報を前記検査／治療関連情報とし
て取得し、前記治療計画の情報から特定した治療段階を前記複数の候補の１つとして選択
するＸ線診断装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項記載のＸ線診断装置において、
　前記候補抽出部は、前記被検体画像の撮像時刻に使用されたデバイスの情報を取得し、
前記撮像時刻に使用されたデバイスから推定される前記撮像時刻における治療段階を前記
複数の候補の１つとして選択するＸ線診断装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項記載のＸ線診断装置において、
　前記候補抽出部は、前記被検体画像の撮像時刻に使用されたデバイスの情報と、前記被
検体画像内の動脈瘤の体積情報とを取得し、前記デバイスの情報と、動脈瘤の体積情報と
から得られる体積塞栓率を前記複数の候補の１つとして選択するＸ線診断装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項記載のＸ線診断装置において、
　前記候補抽出部がデバイスの総称を前記複数の候補の１つとして前記表示装置に表示さ
せ、前記デバイスの総称を選択する入力を前記入力部が受け付けた場合、前記入力部は、
前記被検体画像の生成時に用いられたデバイスを特定する情報を前記被検体画像のファイ
ルに付随させるＸ線診断装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか１項記載のＸ線診断装置において、
　前記候補抽出部が薬剤の総称を前記複数の候補の１つとして前記表示装置に表示させ、
前記薬剤の総称を選択する入力を前記入力部が受け付けた場合、前記入力部は、前記被検
体画像の生成時に用いられた薬剤を特定する名称を前記被検体画像のファイルに付随させ
るＸ線診断装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか１項記載のＸ線診断装置において、
　前記候補抽出部が指標名を前記複数の候補の１つとして前記表示装置に表示させ、前記
指標名を選択する入力を前記入力部が受け付けた場合、前記入力部は、前記被検体画像に
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おける指標値と、前記指標名との組み合わせ情報を前記被検体画像のファイルに付随させ
るＸ線診断装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか１項記載のＸ線診断装置において、
　Ｘ線診断装置により前記被検体からのＸ線検出が実行されている期間に前記被検体の周
囲の音声を検出し、検出した音声をテキストデータ化する音声認識部をさらに備え、
　前記候補抽出部は、前記抽出処理により抽出された血管名と、前記音声認識部によりテ
キストデータ化された血管名とで互いに合致する血管名を前記複数の候補の１つとして選
択するＸ線診断装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか１項記載のＸ線診断装置において、
　造影剤投与後の同一の前記被検体に対してＸ線ＣＴ装置により生成されたボリュームデ
ータを取得し、前記ボリュームデータ内の各血管の輪郭を抽出し、抽出した各血管の輪郭
と、データとして記憶している血管名毎の輪郭とのパターンマッチングに基づいて、抽出
した各血管の名称を判定する画像解析部をさらに備え、
　前記候補抽出部は、前記画像解析部により名称が判定された複数の血管の中で、前記被
検体画像から抽出される血管と輪郭が合致する血管をパターンマッチングにより判定し、
判定した血管の名称を前記複数の候補の１つとして選択するＸ線診断装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載のＸ線診断装置において、
　前記候補抽出部は、前記判定した血管の名称、及び、前記判定した血管の下流の血管名
称をそれぞれ前記複数の候補として選択するＸ線診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、Ｘ線診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線診断装置では、被検体を透過したＸ線が例えばマトリクス状に配列された多数の検
出素子により検出され、各画素が各検出素子のＸ線検出量に応じた輝度となるＸ線画像が
生成される（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　Ｘ線診断装置では、Ｘ線照射方向（照射角度）などの撮像条件や、造影血管名、実施し
た手技などの撮像時の各種条件を理解するための情報をＸ線画像のコメント領域に入力す
ることができる。或いは、診断対象の画像上に上記コメント情報が記録される場合もある
。このような撮像条件や、造影血管名、実施した手技などの情報入力に関しては、選択肢
の中からユーザが選択する方法と、ユーザがマニュアル操作でコメントを入力する方法と
がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２４９９６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　選択肢の中からユーザが選択する方法では、選択肢が少なすぎると、適切な選択肢がな
い場合が生じうる。また、選択肢の中からユーザが選択する方法では、選択肢が多すぎる
と、ユーザにとって適切な選択肢の判断が煩雑となる。また、ユーザがマニュアル操作で
コメントを入力する方法では、ユーザにとって時間のロスとなり、ユーザの操作負担も多
くなる。
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【０００６】
　従って、撮像時の各種条件を理解し易くするために、コメント領域などのＸ線画像のフ
ァイルに付与される情報に関して、その入力を支援することでユーザによるＸ線診断装置
の操作負担を軽減する新技術が要望されていた。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施形態では、Ｘ線診断装置は、被検体を透過したＸ線を検出することで被検体画像
を生成するものであり、候補抽出部と、入力部とを有する。
　候補抽出部は、被検体画像の検査／治療関連情報を取得し、検査／治療関連情報に基づ
く抽出処理を実行することで、被検体画像を他の画像から区別する特徴情報を複数の候補
に絞り込み、これら複数の候補を表示装置に表示させる。
　入力部は、表示装置に表示された複数の候補の中から、特徴情報を選択する入力を受け
付ける。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態におけるＸ線診断装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図。
【図２】別の画像診断装置により生成されたボリュームデータとの対比により、被検体画
像の血管名の判定方法の一例を示す模式図。
【図３】Ｘ線照射方向の定義の一例を示す模式図。
【図４】治療計画において頭部撮像が指定されている場合に、頭部撮像に関わるコメント
候補の内、Ｘ線診断装置の起動時から既に記憶装置内に記憶された全選択肢の一例を示す
模式図。
【図５】コイル塞栓術の頭部画像においてカテーテルが右内頸動脈に位置する場合に表示
されるコメント候補の一例を示す模式図。
【図６】候補抽出部により決定された被検体画像に対する適正数のコメント候補の表示画
面の別の例を示す模式図。
【図７】本実施形態におけるＸ線診断装置の動作の流れの一例を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明者が考えた着眼点及び構想を説明後、具体的な実施形態を説明する。
　Ｘ線診断装置では、撮像された多数のＸ線画像の各サムネイル画像が一覧表示され、そ
れらの中から、いずれかのＸ線画像をサムネイル画像で選択する場合がある。このような
場合に、参照したい情報が含まれる画像を後で選択し易いように、当該Ｘ線画像を他のＸ
線画像から区別する特徴情報（代表的情報）を各サムネイル画像にコメントとして付与す
る作業を考える。即ち、コメントを文字として一定の輝度又は色で画像の一部領域に重畳
するのではなく、画像ファイルの付帯情報にコメントを追加する作業である。
【００１０】
　また、こういう診断又は治療をしたという記録を医師が残す場合がある。この場合に、
例えば医師が動画像（同一被検体の同一撮像領域の時系列的な多数のＸ線画像やＤＳＡ画
像）の中から、代表的なＸ線画像（ＤＳＡ画像）を選択し、上記同様の特徴情報（治療し
た血管名、治療の段階等）を、選択したＸ線画像上にコメントとして付与する作業を考え
る。このコメントは、当該画像がどのような目的の画像か、或いは、どういう条件で撮像
されたかを分かり易くする意義があり、例えばＸ線画像内において、着目領域を避けた画
像領域に文字情報的に付与される（画像の左上が着目領域であれば、例えば反対側である
画像の右下側に文字が重畳される）。
【００１１】
　上記のどちらのコメント付与作業も、ユーザがテキストデータとしてキーボードから入
力すると、ユーザにとって操作負担となる。そこで、Ｘ線診断装置側で選択肢を自動表示
し、これら選択肢の中から当該Ｘ線画像のコメントをユーザが選択することが考えられる
。この場合、Ｘ線診断装置側で自動表示される複数の選択肢は、例えばＸ線照射方向、画
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像に投影された血管名、造影に使用された薬剤名などの「検査／治療関連情報」から選べ
ばよい。
【００１２】
　なお、上記「検査／治療関連情報」とは例えば、撮像条件、被検体情報、検査内容、治
療内容等の当該Ｘ線画像の撮像時における検査又は治療の少なくとも一方に関連した情報
（検査及び治療関連情報）である。
【００１３】
　しかし、Ｘ線診断装置側で自動表示される選択肢の数が例えば１００以上の場合、画面
をスクロールして一番下の選択肢までユーザが目を通すこととなり、ユーザにとってコメ
ントの選択に時間がかかると考えられる。一方、Ｘ線診断装置側で自動表示される選択肢
の数が例えば５個未満の場合、選択肢の数が少なすぎ、当該Ｘ線画像を他のＸ線画像から
区別し易い特徴情報に該当する選択肢がないという状況が想定される。
【００１４】
　そこで、以下の実施形態では、上記のコメント付与作業におけるユーザの操作負担を軽
減するため、Ｘ線画像のコメントとなる特徴情報の候補を、当該Ｘ線画像の検査／治療関
連情報等に基づく抽出処理により、適正数に絞り込む。以下の実施形態の例では、コメン
トの候補の適正数として、約１０～約２０の場合を説明するが、これは説明を具体化して
分かり易くするための一例にすぎない。従って、コメントの候補の適正数は、約１０～約
２０に限定されるものではなく、例えば約１５～約３０でもよい。
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。なお、各図において同一要素
には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１６】
　＜本実施形態の構成＞
　図１は、本実施形態におけるＸ線診断装置１０のハードウェア構成の一例を示すブロッ
ク図である。ここでは一例として、Ｘ線診断装置１０の構成要素を寝台装置２０、Ｘ線発
生／検出系(X-ray generating and detecting system)３０、計算機系(computing system
)４０の３つに分けて説明する。
【００１７】
　第１に、寝台装置２０は、支持台２１と、天板２２と、支持台２１内に配置される天板
移動機構２３とを有する。天板２２上には、被検体Ｐが載置される。治療内容によっては
、ガイドワイヤ操作装置２００及び不図示の造影剤投与装置が天板２２上の被検体Ｐにセ
ットされうる。
【００１８】
　支持台２１は、天板２２を水平方向に（装置座標系のＸ－Ｚ平面に沿って）移動可能に
支持する。天板移動機構２３は、後述の計算機系４０のシステム制御部４２ａの制御の下
、天板２２を装置座標系のＸ－Ｚ平面に沿って移動させることで、後述のＸ線検出器３６
と絞り装置３５との間に被検体Ｐの撮像領域を配置させる。
【００１９】
　ここでは一例として、上記装置座標系のＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸を以下のように定義する。ま
ず、鉛直方向をＹ軸方向とし、天板２２は、その上面の法線方向がＹ軸方向となるように
配置される。天板２２の水平移動方向をＺ軸方向とし、天板２２は、その長軸方向がＺ軸
方向となるように配置される。Ｘ軸方向は、これらＹ軸方向、Ｚ軸方向に直交する方向で
ある。
【００２０】
　第２に、Ｘ線発生／検出系３０は、高電圧発生器３１と、Ｃアーム動作機構３２と、Ｃ
アーム３３と、Ｘ線管３４と、絞り装置３５と、Ｘ線検出器３６とを有する。
　Ｃアーム３３は、Ｘ線管３４、絞り装置３５、Ｘ線検出器３６を保持するアームである
。Ｃアーム３３によって、Ｘ線管３４及び絞り装置３５と、Ｘ線検出器３６とは、被検体
Ｐを挟んで互いに対向するように配置される。
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【００２１】
　Ｃアーム動作機構３２は、システム制御部４２ａの制御の下、撮像領域に応じてＣアー
ム３３を回転及び移動させる。
　高電圧発生器３１は、高電圧を発生して、発生した高電圧をＸ線管３４に供給する。
　Ｘ線管３４は、高電圧発生器３１から供給される高電圧を用いてＸ線を発生する。
【００２２】
　絞り装置３５は、例えば複数の絞り羽根をスライドさせることでＸ線が被検体Ｐの撮像
領域に対して選択的に照射されるように絞り込み、絞り羽根の開度を調整することでＸ線
照射範囲を制御する。
【００２３】
　Ｘ線検出器３６は、例えばマトリクス状に配列された多数のＸ線検出素子（図示せず）
によって、被検体Ｐを透過したＸ線を電気信号に変換して蓄積し、蓄積した電気信号を後
述の投影データ生成部４２ｂに入力する。
【００２４】
　第３に、計算機系４０は、通信装置４１と、撮像制御装置４２と、デバイス在庫管理装
置４３と、記憶装置４４と、画面情報生成装置４６と、表示装置４７と、入力装置４８と
、音声認識装置４９とを有する。これら計算機系４０の構成要素の内、画面情報生成装置
４６、表示装置４７、入力装置４８、音声認識装置４９が全体として、画像特徴情報の入
力支援システム（コメント入力支援装置）として機能する。
【００２５】
　通信装置４１は、例えば、画像保管通信システム(ＰＡＣＳ:Picture Archiving and Co
mmunication Systems)などの病院内ネットワークに接続されている。通信装置４１は、病
院内ネットワークを介して、例えばＸ線ＣＴ装置(X-ray Computed Tomography Apparatus
)からボリュームデータを取得し、記憶装置４４に保存する。
【００２６】
　なお、「画像データ」とは、広義には２次元画像の画像データも３次元画像の画像デー
タも含むが、本明細書では区別のため、２次元画像の画像データを「画像データ」と称し
、３次元画像の画像データを「ボリュームデータ」と称する。また、「投影」とは例えば
、３次元の対象物を２次元画像に描写することを意味し、「投影データ」とは、３次元の
対象物を２次元化した画像データの意味である。
【００２７】
　撮像制御装置４２は、Ｘ線診断装置１０の撮像動作を制御するものである。撮像制御装
置４２は、システム制御部４２ａと、投影データ生成部４２ｂと、ＤＳＡ(Digital Subtr
action Angiography)画像生成部４３ｃと、これらを互いに接続する通信配線としてのシ
ステムバスＳＢとを有する。
　システム制御部４２ａは、撮像条件の設定、撮像動作、表示処理においてＸ線診断装置
１０全体を制御する。
【００２８】
　投影データ生成部４２ｂは、Ｘ線検出器３６によって被検体Ｐを透過したＸ線から変換
された電気信号を用いてＸ線画像の投影データを生成し、生成した投影データを記憶装置
４４に保存する。ここでは一例として、Ｘ線画像は、Ｘ線検出器３６の各Ｘ線検出素子か
ら出力される電気信号に応じて各画素の輝度を定めた画像であって、他の画像やデータを
用いた画像処理が施されていない画像であるものとする。
【００２９】
　ＤＳＡ画像生成部４２ｃは、造影剤投与前のＸ線画像（マスク画像）の投影データと、
造影剤投与後の各時相のＸ線画像の投影データとを取得し、両者の差分を算出することで
、各時相に対応するＤＳＡ画像の画像データを生成する。ＤＳＡ画像生成部４２ｃは、Ｄ
ＳＡ画像の画像データを記憶装置４４に保存する。
【００３０】
　なお、本明細書では、Ｘ線画像と、Ｘ線画像から派生的に生成される画像とを合わせて
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「被検体画像」と称する。Ｘ線画像から派生的に生成される画像とは、例えば上記ＤＳＡ
画像などである。
【００３１】
　デバイス在庫管理装置４３は、Ｘ線診断装置１０上での被検体Ｐに対する検査や治療に
用いられる各デバイスの過去の使用情報を記憶すると共に、各デバイスの現時点の使用状
況をリアルタイムで更新及び記憶する。ここでのデバイスとは、例えば、ガイドワイヤー
、カテーテル、ステント、血管拡張バルーン、塞栓用コイルなどである。
【００３２】
　なお、デバイスの特定に関しては、デバイス在庫管理装置４３以外の構成として、不図
示のデバイスの操作部に信号発生部を設けることで、信号発生部からのデバイス情報信号
に基づいて使用デバイス、デバイスの操作履歴などがＸ線診断装置１０に通知される構成
でもよい。或いは、デバイスの特定に関しては、複数の選択肢の中からユーザーが選択す
る方式としてもよい。
【００３３】
　画面情報生成装置４６は、被検体画像のコメントとなる特徴情報の候補を決定し、これ
ら候補を表示装置４７に表示させる。また、画面情報生成装置４６は、被検体画像の画像
データ又はボリュームデータにウィンドウ変換を施し、ウィンドウ変換後の被検体画像を
表示装置４７に表示させる。
【００３４】
　ウィンドウ変換とは、１画素の階調表現が所定ビットを超える画像から中心点(Window 
Level)及び抽出幅(Window Width)を決めることで、当該画像を表示装置４７で線形的に表
示できる階調に丸め込む変換処理である。
【００３５】
　この画面情報生成装置４６は、候補抽出部４６ａと、画像解析部４６ｂと、画像処理部
４６ｃと、これらを互いに接続する通信配線としてのシステムバスＳＢとを有する。
【００３６】
　候補抽出部４６ａは、抽出処理を実行することで、被検体画像のコメントとなる特徴情
報の候補（以下、コメント候補と称する）を適正数となるように決定する。抽出処理は、
多数のコメント候補から適正数以下のコメント候補を選択する処理と、選択に依らずにコ
メント候補を生成する処理とを含む。
【００３７】
　即ち、抽出処理は例えば、（１）被検体画像のファイルの付帯情報に含まれる撮像時の
検査／治療関連情報からのコメント候補の選択、（２）画像解析部４６ｂにより判定され
た複数の血管名称からのコメント候補の選択、（３）音声認識装置４９によりテキスト化
されたデータそのものをコメント候補として生成する処理、等を含む。抽出処理の詳細に
ついては、後述する。
【００３８】
　画像解析部４６ｂは、造影剤投与後の同一の被検体Ｐに対して他の画像診断装置で生成
されたボリュームデータを記憶装置４４から取得及び記憶する。ここでの「同一の被検体
Ｐ」とは、コメント候補の抽出対象の被検体画像に映された被検体と同一の被検体を意味
する。画像解析部４６ｂは、取得したボリュームデータ内の各血管の輪郭を抽出し、抽出
した各血管の輪郭と、データとして記憶している血管名毎の輪郭とのパターンマッチング
に基づいて、抽出した各血管の名称を判定する。
【００３９】
　画像処理部４６ｃは、前述のウィンドウ変換などの画像処理を実行する。
　表示装置４７は、画面情報生成装置４６の制御に従って、被検体画像や、撮像条件の設
定画面や、被検体画像のコメントとなる特徴情報の複数の候補などを表示する。
【００４０】
　入力装置４８は、撮像条件や、被検体画像のコメント、画像処理条件等の各種情報や指
令をユーザが入力又は選択するためのマウス、キーボード、操作ボタンなどを有し、入力
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（選択）された内容をシステム制御部４２ａ及び画面情報生成装置４６に転送する。
【００４１】
　音声認識装置４９は、撮像時に被検体Ｐの周囲の音声を検出し、検出した音声をテキス
トデータ化して記憶する。ここでの撮像時とは例えば、Ｘ線発生／検出系３０によるＸ線
検出、及び、撮像制御装置によるＸ線画像の投影データの生成が実行されている期間であ
る。
【００４２】
　以下、コメント候補の抽出処理について説明する。ここでは一例として、造影剤投与後
のＸ線画像（以下、コントラスト画像という）、及び、コントラスト画像から派生的に生
成される被検体画像の場合、血管名がコメント候補に含まれるものとする。まず、コメン
ト候補の抽出処理の第１の例として、血管名の抽出処理の一例を説明する。
【００４３】
　図２は、別の画像診断装置により生成されたボリュームデータとの対比により、被検体
画像の血管名の判定方法の一例を示す模式図である。ここでは一例として、造影剤投与後
にＸ線ＣＴ装置により生成されたボリュームデータが用いられる例について説明するが、
他の画像診断装置により生成された血流像のボリュームデータを用いてもよい。例えば磁
気共鳴イメージング装置の場合、造影剤投与後に撮像されたボリュームデータでもよいが
、非造影で心電同期を伴ったＡＳＬ(Arterial Spin Labeling)法により生成された血流像
のボリュームデータを用いてもよい。
【００４４】
　図２の最上段は、Ｘ線ＣＴ装置により生成された心臓付近のボリュームデータにより示
される３次元画像の一例を示す模式的斜視図である。画像解析部４６ｂは、ボクセル（奥
行きのある画素）毎の輝度レベルに対する閾値処理等が含まれる公知の血管抽出処理によ
り、上記ボリュームデータから血管の輪郭を抽出する。
【００４５】
　ここで、記憶装置４４には、人体の標準的な血管モデルのデータが予め記憶されている
。ここでの「血管モデルのデータ」とは例えば、各血管の名称と、その標準的輪郭（形状
）のデータである。また、ここでの「予め」とは、例えば、Ｘ線診断装置１０による撮像
前の意味であり、Ｘ線診断装置１０の据付調整時にデータとして格納してもよいし、Ｘ線
診断装置１０のメンテナンス検査の都度、定期的に新しいデータに更新してもよい。
【００４６】
　画像解析部４６ｂは、ボリュームデータから抽出された各血管の輪郭と、記憶装置４４
から読み込んだ血管モデルのデータとのパターンマッチング処理により、ボリュームデー
タから抽出された各血管の名称を判定する。
【００４７】
　次に、画像解析部４６ｂは、Ｘ線診断装置１０により生成された被検体画像の付帯情報
から、撮像時のＸ線照射方向と、天板２２上での被検体Ｐの体位の情報とを取得し、取得
した情報に基づいて、当該被検体画像が患者座標系においてどの方向からの画像であるか
を判定する。
【００４８】
　患者座標系は例えば、被検体Ｐの左右方向をＸ軸方向とし、腹側を前、背中側を後ろと
した被検体Ｐの前後方向をＹ軸方向とし、およそ背骨延在方向に頭を上、足を下とした被
検体Ｐの上下方向をＺ軸方向とする座標系である。ここでは簡単化のため、被検体Ｐが背
骨延在方向を天板２２の長さ方向に合致するように載置される、即ち、装置座標系と患者
座標系でＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸がほぼ合致するものとする。
【００４９】
　次に、画像解析部４６ｂは、Ｘ線診断装置１０の被検体画像と投影方向が合致するよう
に、上記ボリュームデータから２次元画像の投影データを生成する。図２の中段において
、左側の画像は、このように２次元に投影されたＣＴ画像の模式図であり、右側の画像は
、Ｘ線診断装置１０により生成された被検体画像の模式図である。
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【００５０】
　次に、画像解析部４６ｂは、２次元に投影されたＣＴ画像と、Ｘ線診断装置１０により
生成された被検体画像とで、輪郭が互いに合致する血管をパターンマッチングにより抽出
する。図２の最下段は、被検体画像において、パターンマッチングにより合致すると判定
された血管部分のみを強調した画像の模式図である。
【００５１】
　画像解析部４６ｂは、被検体画像において、パターンマッチングによりＣＴ画像と合致
すると判定された血管の名称を、上記のボリュームデータに対する画像解析により認識済
である。従って、画像解析部４６ｂは、２次元に投影されたＣＴ画像との対比において輪
郭が合致する被検体画像内の血管の名称を判定し、その血管名を候補抽出部４６ａに入力
する。
【００５２】
　ここで、血管は末梢に進むほど、分岐によって血管数（血管名称）が多くなる。例えば
頭部右側の場合、総頸動脈は、下流に進むと、右内頸動脈、右外頸動脈に分岐する。右内
頸動脈は、下流に進むと、右中大脳動脈、右前大脳動脈に分岐する。
【００５３】
　そこで、候補抽出部４６ａは、記憶装置４４に記憶された人体の標準的な血管モデルの
データを参照することで、画像解析部４６ｂから入力された血管名称の下流の血管が存在
するか否かを判定する。存在する場合、ここでは一例として、候補抽出部４６ａは、下流
の血管の名称（１つとは限らない）と、画像解析部４６ｂから入力された血管の名称とを
それぞれ、コメント候補として決定する。
【００５４】
　次に、コメント候補の抽出処理の第２の例として、候補抽出部４６ａは、撮像時に使用
されたデバイスが存在する場合には、当該デバイスの名称をコメントの候補に含める。Ｘ
線診断装置１０は、検査としての単なるＸ線画像の生成のみならず、透視下のステント留
置などの治療にも用いることができる（インターベンショナル用Ｘ線診断装置としても機
能する）。従って、例えば撮像時にステントなどのデバイスが使用されていれば、デバイ
スの在庫管理装置４３に使用日時の記録が残る。
【００５５】
　候補抽出部４６ａは、被検体画像のファイルの付帯情報から撮像時刻（日付含む）を取
得し、当該撮像時刻においてＸ線診断装置１０で使用中のデバイスの名称をデバイス在庫
管理装置４３から取得し、取得したデバイス名或いはデバイスに関わる特徴的な手技名を
コメント候補として決定する。
【００５６】
　例えば、デバイスが動脈瘤コイル塞栓術用のコイルであり、且つ、そのコイルが当該手
技において最初に挿入されるコイルである場合に「第１コイル」、２番目である場合には
「第２コイル」というコメントを、候補抽出部４６ａは（コメント候補として）追加する
。或いは、デバイスが狭窄治療用ステンコイルであり、血管部が頚部である場合、候補抽
出部４６ａは、「ＣＡＳ（Carotid Artery Stenting）」或いは「ステント」をコメント
候補として決定する。
【００５７】
　次に、コメント候補の抽出処理の第３の例として、被検体画像の撮像時における治療段
階の判定方法について説明する。ここでは一例として、治療実行時の被検体画像について
は、当該被検体画像の撮像時刻における治療段階がコメント候補に含まれるものとする。
【００５８】
　一般には、治療内容毎に治療の進行手順は決まっている。例えばステント挿入の場合、
第１段階として患部までのカテーテル挿入、第２段階として事前バルーン拡張（狭窄部分
を拡張）、第３段階としてステント留置、第４段階として事後バルーン拡張、第５段階と
して確認造影撮像（手術が成功であることの確認）、が考えられる。
【００５９】
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　しかし、治療段階の情報は、被検体画像のファイルの付帯情報には含まれないことが多
い。そこで、候補抽出部４６ａは、例えば以下の情報に基づいて、治療段階を推定するこ
とができる。
【００６０】
　第１に、前述のようにデバイスの在庫管理装置４３から取得したデバイス名である。
　第２に、当該治療によって生成された全ての被検体画像の最初のフレームの撮像時刻と
、最後のフレームの撮像時刻と、コメント候補の抽出対象となっている当該Ｘ線画像の撮
像時刻である。候補抽出部４６ａは、最初のフレームの撮像時刻と、最後のフレームの撮
像時刻との時間間隔を治療期間として算出する。
【００６１】
　ステント挿入の治療において、当該Ｘ線画像の撮像時刻が治療期間の始めの方である場
合、候補抽出部４６ａは、第４段階として事後バルーン拡張や、第５段階として確認造影
撮像を除外できる。ステント挿入の治療において、当該Ｘ線画像の撮像時刻が治療期間の
終わりの方である場合、候補抽出部４６ａは、第１段階として患部までのカテーテル挿入
や、第２段階として事前バルーン拡張を除外できる。
【００６２】
　このような消去法により選択肢として残った治療段階と、当該Ｘ線画像の撮像時刻にお
ける使用デバイスとに合致するように、候補抽出部４６ａは、治療段階を推定することが
できる。
【００６３】
　或いは、候補抽出部４６ａは、音声認識装置４９により当該治療期間中に認識され、テ
キストデータ化された言葉の中から、当該Ｘ線画像の撮像時刻の若干前において、治療段
階を示唆するキーワードを検索できる。そして、「これから事後バルーン拡張」などの治
療段階を示す言葉がある場合、候補抽出部４６ａは、その言葉に該当する治療段階をコメ
ント候補として決定することができる。
【００６４】
　なお、本実施形態は、事前に決定済の治療の進行手順の中に含まれる複数の治療段階の
中から、当該画像の撮像時の治療段階を候補抽出部４６ａが判定し、判定した治療段階を
コメント候補として決定する例に限定されるものではない。治療段階が予め指定されない
場合でも、候補抽出部４６ａは、当該画像がどの治療段階を判定し、その治療段階をコメ
ント候補として決定できる。
【００６５】
　具体的には例えば、動脈瘤コイル塞栓術用のコイルのように、当該デバイスを使用する
場合には治療の進行手順が決まっていることがある。従って、候補抽出部４６ａは、デバ
イスの在庫管理装置４３から取得したデバイス名から決まる治療の進行手順に含まれる複
数の治療段階の内、当該画像がどの治療段階に該当するかを、例えば音声認識装置４９に
よりテキストデータ化された言葉に基づいて判定できる。
【００６６】
　或いは、治療段階の移行に関する設定がＸ線診断装置１０側で自動的に実行される場合
に限らず、治療段階の移行に伴うＸ線診断装置１０の各部の設定の移行が手動で行われる
場合でも、候補抽出部４６ａは、治療段階をコメント候補として決定できる。
【００６７】
　例えば、カテーテルが患部に到達した時点で術者がＸ線診断装置１０の入力装置４８の
ボタンを押すと、Ｘ線診断装置１０の各部が次の治療段階（例えば事前バルーン拡張）に
適した設定に移行する場合を考える。このような場合でも、候補抽出部４６ａは、当該Ｘ
線画像の撮像時刻における治療段階をコメント候補として決定できる。
【００６８】
　さらに、動脈瘤に対するコイル塞栓術の場合、候補抽出部４６ａは、動脈瘤の体積に対
するコイルの占有体積をパーセント表示する体積塞栓率（ＶＥＲ：Volume Embolization 
Ratio）をコメント候補として決定してもよい。
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【００６９】
　具体的には、候補抽出部４６ａは、動脈瘤の体積を３次元画像からの測定結果により取
得してもよいし、或いは、Ｘ線ＣＴ装置、磁気共鳴イメージング装置などの他の画像新出
診断装置による測定結果から取得してもよい。また、候補抽出部４６ａは、コイルの占有
体積をデバイス在庫管理装置４３から入手してもよい。
【００７０】
　或いは、（コイルの占有体積が含まれる）詳細なデバイス情報をＸ線診断装置１０が予
め記憶していてもよいし、さらにコイルの占有体積をまとめた専用のデータベースからＸ
線診断装置１０（の候補抽出部４６ａ）が必要に応じたデータを取得する方法でもよい。
【００７１】
　このとき、候補抽出部４６ａは、体積塞栓率に併せて、コイル名称、径、長さなどのコ
イルを一義的に特定できる情報を画像に付随させることが望ましい。
【００７２】
　例えば動脈瘤のコイル塞栓術において１０本のコイルが挿入され、１つのコイルの挿入
の都度、ＤＳＡ画像の生成により動脈瘤への血流がどの程度遮断されたかがチェックされ
、当該ＤＳＡ画像が治療レポートのファイルに挿入（添付）される場合を考える。このと
き、上記体積塞栓率が表示されるだけでも有用であるが、本実施形態では一例として、コ
イルが使用された場合には以下の２処理のいずれかも実行される。
【００７３】
　第１の処理は、体積塞栓率の情報が得られた場合、候補抽出部４６ａ又は入力装置４８
により、挿入されたコイルの情報（名称、径、長さなど）及び体積塞栓率が当該ＤＳＡ画
像に付与される処理である。ここでの「付与」は、例えば、コイルの情報を文字として一
定の輝度又は色で画像の一部領域（着目領域を避けた領域）に重畳する処理である。これ
により、読影者は、コイルの挿入履歴を後から別データで参照することなく、治療レポー
トのファイル上の画像を観察するだけで、コイルの挿入履歴を理解できる。
【００７４】
　第２の処理は、コイルが挿入されたものの、体積塞栓率の情報がない場合に、候補抽出
部４６ａ又は入力装置４８により、挿入されたコイルの情報（名称、径、長さなど）が当
該ＤＳＡ画像に付与される処理である。この場合も、読影者は、コイルの挿入履歴を後か
ら別データで参照することなく、治療レポートのファイル上の画像を観察するだけでコイ
ルの挿入履歴を理解できる。
【００７５】
　なお、挿入されたコイルの情報については、上記第１、第２の処理のように画像の一部
領域に文字情報的に付与せずに、コメントとして画像ファイルにおける画像外の領域に追
加してもよい。
【００７６】
　ここで、従来技術では、ユーザの操作によって入力或いは選択される情報と、画像ファ
イルに付与される情報とは、一致していた。これに対して本実施形態では、一例として、
コメント候補として一般名称が表示され、当該一般名称がユーザにより選択された場合に
、当該一般名称を具体化する情報が画像ファイルに付与される構成でもよい。その詳細は
、後述のフローチャート（図７）のステップＳ６において説明する。
【００７７】
　次に、コメント候補の抽出処理の第４の例として、Ｘ線照射方向に関して、どのような
角度の場合に特徴情報となり易いかを考える。
【００７８】
　図３は、Ｘ線照射方向の定義の一例を示す模式図である。ここでは一例として、天板２
２上において、被検体Ｐは、その体軸が装置座標系のＺ軸方向に合致するように仰向けで
載置されているものとする。図３の上段は、装置座標系のＸ－Ｙ平面におけるＸ線照射方
向を示す模式図であり、図３の下段は、装置座標系のＹ－Ｚ平面におけるＸ線照射方向を
示す模式図である。



(12) JP 2016-123719 A 2016.7.11

10

20

30

40

50

【００７９】
　Ｘ線照射方向は例えば、図３の上段に示す装置座標系のＸ－Ｙ平面におけるＹ軸方向（
鉛直方向）からの第１角度θと、図３の下段に示す装置座標系のＹ－Ｚ平面におけるＹ軸
方向からの第２角度φとで定義される。
【００８０】
　図３の上段に示すように、Ｘ線照射方向がＸ－Ｙ平面において基準のＹ軸方向から被検
体Ｐの右前斜位(RAO: Right anterior oblique)方向にθ°だけ傾いている場合、第１角
度θは、ＲＡＯ　θ°で表される。図３の上段では、右前斜位方向に４５°傾いたＲＡＯ
　４５°の例が示されている。
【００８１】
　また、図３の上段に示すように、Ｘ線照射方向がＸ－Ｙ平面において基準のＹ軸方向か
ら被検体Ｐの左前斜位(LAO: left anterior oblique)方向にθ°だけ傾いている場合、第
１角度θは、ＬＡＯ　θ°で表される。図３の上段では、左前斜位方向に３０°傾いたＬ
ＡＯ　３０°の例が示されている。Ｘ線照射方向がＸ－Ｙ平面において基準のＹ軸方向に
合致する場合、ＲＡＯ／ＬＡＯ　０°で表される。
【００８２】
　図３の下段に示すように、Ｘ線照射方向がＹ－Ｚ平面において基準のＹ軸方向から被検
体Ｐの頭部(CRA: cranial)方向にφ°だけ傾いている場合、第２角度φは、ＣＲＡ　φ°
で表される。図３の下段では、頭部方向に３０°傾いたＣＲＡ　３０°の例が示されてい
る。
【００８３】
　また、図３の下段に示すように、Ｘ線照射方向がＹ－Ｚ平面において基準のＹ軸方向か
ら被検体Ｐの尾部(CAU: caudal)方向にφ°だけ傾いている場合、第２角度φは、ＣＡＵ
　φ°で表される。図３の下段では、尾部方向に４５°傾いたＣＡＵ　４５°の例が示さ
れている。Ｘ線照射方向がＹ－Ｚ平面において基準のＹ軸方向に合致する場合、ＣＲＡ／
ＣＡＵ　０°で表される。
【００８４】
　一般には、正面（ＲＡＯ／ＬＡＯ　０°）や、側面（ＲＡＯ９０°、或いは、ＬＡＯ９
０°）の画像が多く、そのような画像が全体の動きを見るのに使われる。しかし、個々の
血管や疾患毎に見易い角度は異なり、例えば、「ＲＡＯ　３０°」といったＣアーム動作
機構３２に基づいて記録されたＸ線照射方向の情報がＸ線画像に付帯情報として付与され
る。
【００８５】
　ここで、正面や側面の画像、即ち、第１角度θが０°又は９０°であると共に第２角度
φが０°又は９０°の画像に関しては、医師も見慣れていて、画像を見ればどの方向から
の画像かを判断し易いと考えられる。即ち、そのようなＸ線照射方向は、特徴情報となる
可能性が低いと考えられる。
【００８６】
　一方、第１角度θ、第２角度φの少なくとも一方が０°又は９０°ではない場合、医師
は、付帯情報等を参照して撮像時のＸ線照射方向を確認しないと、どの方向からの画像か
を判断しにくいと考えられる。即ち、そのようなＸ線照射方向は、特徴情報となる可能性
が高いと考えられる。
【００８７】
　そこで、ここでは一例として、候補抽出部４６ａは、画像ファイルの付帯情報に記録さ
れたＸ線照射方向を参照し、第１角度θ、第２角度φの少なくとも一方が０°又は９０°
ではない場合、Ｘ線照射方向をコメント候補として決定するものとする。
【００８８】
　但し、これは一例にすぎず、第１角度θ、第２角度φの少なくとも一方が０°，４５°
，９０°のいずれかではない場合、Ｘ線照射方向をコメント候補として決定してもよい。
即ち、候補抽出部４６ａは、Ｘ線照射方向が、多用される方向とは異なる場合、そのＸ線
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照射方向をコメント候補として決定してもよい。或いは、候補抽出部４６ａは、Ｘ線照射
方向を必ずコメント候補として決定してもよい。
【００８９】
　候補抽出部４６ａは、コメント候補の総数が適正数（例えば約１０～２０）となるよう
に、第１～第４の例のようにして決定したコメント候補以外の候補をさらに決定する。残
りのコメント候補の決定について、当該Ｘ線画像のファイルの付帯情報が重要となる。画
像ファイルの付帯情報には、例えば以下の検査／治療関連情報が含まれる。
【００９０】
　第１に、被検体情報として、被検体の氏名、性別、年齢、身長、体重等のコメント候補
となり得る少なくとも５個の情報項目が含まれる。
　第２に、頭部、胸部などの撮像部位の情報項目が含まれる。
　第３に、Ｘ線撮像条件として、天板２２上での被検体Ｐの体位、装置座標系での撮像領
域、管電流、管電圧、Ｘ線パルス幅、Ｘ線ドーズ量、Ｘ線照射方向、等のコメント候補と
なり得る少なくとも７個の情報項目が含まれる。
【００９１】
　第４に、撮像血管の情報項目が含まれる。
　第５に、疾患名の情報項目が含まれる。
　第６に、治療段階の情報が含まれる。
　第７に、使用デバイスがある場合には、カテーテル、ステント、血栓除去デバイスとい
った使用デバイス名の情報項目、或いは、デバイスに関わる特徴的な手技名が含まれる。
　第８に、使用薬剤がある場合には、使用薬剤名の情報項目が含まれる。
【００９２】
　検査／治療関連情報には上記した情報項目以外の情報も含まれるが、候補抽出部４６ａ
は、これら検査／治療関連情報の中から、Ｘ線画像を他のＸ線画像から区別し易くする特
徴情報を選択する。候補抽出部４６ａは、例えば、撮像時に音声認識装置４９により検出
された音声のテキストデータを参照しつつ、当該被検体画像から撮像時刻が離れた同一被
検体の画像と、当該被検体画像とで検査／治療関連情報の相違点を抽出することができる
。候補抽出部４６ａは、相違する検査／治療関連情報の中から、コメント候補を選択する
ことができる。
【００９３】
　ここで、音声認識装置４９により生成されたテキストデータから、コメント候補となり
うるキーワードを全て拾うと、当該被検体画像とは関連性の低いキーワードが多く含まれ
るリスクが大きい。従って、候補抽出部４６ａは例えば、Ｘ線診断装置１０の記憶装置４
４内にデータベースとして登録されたキーワード群の中から、音声認識で認識されたキー
ワードと合致するものを、コメント候補とする。上記キーワード群は、例えば、Ｘ線診断
装置１０で生成済の全被検体画像のファイルの検査／治療関連情報の情報項目を網羅する
ように生成すればよい。
【００９４】
　但し、新しいデバイスや新しい薬剤が使われる場合があり、その都度、新しいデバイス
或いは新しい治療薬の名称や用途等をユーザがＸ線診断装置１０に登録することは、操作
負担となる。そこで、候補抽出部４６ａは、音声認識装置４９により認識されたキーワー
ドの内、記憶装置４４内のデータベース内に存在しないものを、その検出日時と共に記憶
装置４４に記録させる。
【００９５】
　さらに、候補抽出部４６ａは、データベース内に存在しないが音声認識装置４９により
認識されたキーワードについて、その登場頻度を算出して記憶装置４４に記憶させる。こ
れにより、候補抽出部４６ａは、登場頻度が所定値に達したキーワードをデータベースに
追加することで、データベースをアップデートする。
【００９６】
　なお、図１では簡単化のため、撮像系統が１系統であるシングルプレーンシステムとし
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てＸ線診断装置１０のハードウェア構成を説明したが、これは一例にすぎない。Ｘ線診断
装置１０は、Ｃアーム３３、Ｘ線管３４、絞り装置３５、Ｘ線検出器３６が含まれる撮像
系統をFrontal系統、Lateral系統の２つとし、２方向から同時撮像可能なバイプレーンシ
ステムとして構成してもよい。従って、Ｘ線診断装置１０がバイプレーンシステムである
場合、ここでは一例として、候補抽出部４６ａは、どちらの撮像系統（Frontal或いはLat
eral）から得られた画像かの情報をコメント候補として決定するものとする。
【００９７】
　また、後述の図７では、ＤＳＡ画像に対する特徴情報として適正数のコメント候補が画
面情報生成装置４６により決定される場合の動作の流れを説明するが、非造影Ｘ線画像な
どの他の被検体画像の場合についても、適正数のコメント候補の決定方法は上記同様であ
る。
【００９８】
　非造影のＸ線画像の場合、ＤＳＡ画像生成用のマスク画像を除いて、骨折、椎間板ヘル
ニア、気胸の検査などの血管以外の要素に主点をおいた検査である可能性が高い。従って
、造影剤が用いられない検査のＸ線画像の場合、候補抽出部４６ａは、血管名をコメント
候補に含めないようにしてもよい。ここでは一例として、非造影のＸ線画像の場合、候補
抽出部４６ａは、撮像部位に拘らず骨の名称をコメント候補に含めるものとする。さらに
、候補抽出部４６ａは、胴体の非造影のＸ線画像に対して、骨の名称に加えて臓器の名称
をコメント候補に含めてもよい。
【００９９】
　骨の名称及び臓器の名称について、当該Ｘ線画像のファイルの付帯情報に含まれている
場合には、候補抽出部４６ａは、付帯情報に含まれた骨の名称及び臓器の名称をコメント
候補として決定すればよい。付帯情報に骨の名称や臓器の名称が含まれない場合、画像解
析部４６ｂは、当該Ｘ線画像から骨の名称を判定し、可能であれば臓器の名称も判定する
。
【０１００】
　このため、記憶装置４４には、標準的な人体の骨の配置及び形状のデータが骨の名称毎
に予め記憶されていると共に、標準的な人体の臓器の配置及び形状のデータが臓器の名称
毎に予め記憶されている。ここでの「予め」とは、血管モデルのデータの場合と同様であ
る。
【０１０１】
　画像解析部４６ｂは、当該Ｘ線画像のファイルの付帯情報に含まれる撮像部位を取得し
、上記標準的な人体の骨の配置及び形状のデータ、或いは、上記標準的な人体の臓器の配
置及び形状のデータの内、当該撮像部位に対応する部分のデータを記憶装置４４から取得
する。画像解析部４６ｂは、取得したデータに基づく公知のパターンマッチング処理を当
該Ｘ線画像に施すことで、当該Ｘ線画像に写っている骨の名称或いは臓器の名称を判定し
、判定した骨の名称或いは臓器の名称を候補抽出部４６ａに入力する。
【０１０２】
　次に、適正数のコメント候補について、より具体的な例を説明する。
　図４は、治療計画において頭部撮像が指定されている場合に、頭部撮像に関わるコメン
ト候補の内、Ｘ線診断装置１０の起動時から既に記憶装置４４内に記憶された全選択肢の
一例を示す模式図である。なお、実際には前述のように、例えば音声認識装置４９によっ
て認識されたキーワードに基づき、記憶装置４４内に記憶された全選択肢以外のキーワー
ド等もコメント候補と表示されうる。
【０１０３】
　図４の例では、頭部撮像として、大腿動脈、下降大動脈、大動脈弓、左鎖骨下動脈、右
鎖骨下動脈、腕頭動脈、総頚動脈、右内頚動脈、右前大脳動脈、右中大脳動脈、左内頚動
脈、左前大脳動脈、左中大脳動脈、左椎骨動脈、右椎骨動脈、脳底動脈、右外頚動脈、左
外頚動脈、観察角度、造影剤、抗血小板薬、抗凝固薬、血栓溶解剤、ガイドワイヤ、カテ
ーテル、頚動脈用ステント、頭蓋内ステント、バルーン、事前拡張、事後拡張、コイル塞
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栓術、ステント留置術、第一コイル、第二コイル、第三コイル、ドームフィリングコイル
、カテーテル挿入、ステント支援コイル塞栓術、ダブルカテーテルテクニック、バルーン
支援コイル塞栓術の４０の選択肢が予め記憶されている。
【０１０４】
　ここで、画像中においてカテーテルが位置する血管名が右内頸動脈であり、且つ、治療
手技がコイル塞栓術である場合、候補抽出部４６ａは、実際に表示されるコメント候補と
して、図４の全選択肢から、図５のように例えば１６の選択肢に絞り込むことができる。
【０１０５】
　図５は、コイル塞栓術の頭部画像においてカテーテルが右内頸動脈に位置する場合に表
示されるコメント候補の一例を示す模式図である。図５では一例として、右内頚動脈、右
前大脳動脈、右中大脳動脈、観察角度、造影剤、抗血小板薬、抗凝固薬、血栓溶解剤、ガ
イドワイヤ、カテーテル、コイル塞栓術、第一コイル、カテーテル挿入、ステント支援コ
イル塞栓術、ダブルカテーテルテクニック、バルーン支援コイル塞栓術の１６のコメント
候補が表示されている。
【０１０６】
　なお、図５において、観察角度は、「RAO 85°, CRA/CAU 0°」といった当該被検体画
像の生成時の具体値が表示される。また、第２コイル、第３コイル、ドームフィリングコ
イルは、治療の手順上、第１コイルの挿入後しか入らないので、候補抽出部４６ａは、図
４の全選択肢から、これらを除外する。
【０１０７】
　図６は、候補抽出部４６ａにより決定された被検体画像に対する適正数のコメント候補
の表示画面の別の例を示す模式図である。ここでは一例として、被検体画像として頭部の
ＤＳＡ画像の場合を考えるが、非造影のＸ線画像などの他の被検体画像の場合も同様に適
正数のコメント候補が表示される。
【０１０８】
　図６の例では、被検体画像が表示装置４７の画面の上側に拡大表示され、当該被検体画
像に対する例えば１５のコメント候補が表示装置４７の画面の下側に表示されている。こ
こでは一例として、未破裂脳動脈瘤と診断された被検体Ｐに対するコイル塞栓術の治療が
実行された時のＤＳＡ画像を示すため、疾患名の「未破裂脳動脈瘤」、治療名の「コイル
塞栓術」がコメント候補として表示されている。
【０１０９】
　また、音声認識装置４９により、「大腿動脈からカテーテル挿入」というキーワードが
撮像及び治療時に検出されたため、治療名の下位概念として「大腿動脈」或いは「カテー
テル挿入」がコメント候補として表示されている。
【０１１０】
　また、Ｘ線照射方向の「RAO 85°, CRA/CAU 0°」は多用される方向ではないため、コ
メント候補として表示されている。
　また、別の場面では、当該被検体画像は治療段階における「事後バルーン拡張」と判定
されたため、「事後バルーン拡張」がコメント候補として表示されている。
【０１１１】
　また、前述のようにＣＴ画像とのパターンマッチングにより判定された血管名「右内頸
動脈」と、その下流の「右前大脳動脈」及び「右中大脳動脈」がコメント候補として表示
されている。
【０１１２】
　また、バイプレーンシステムにおいてFrontal系統で撮像されたＸ線画像であるため、
「Frontal系統」がコメント候補として表示されている。
　また、撮像時に使用されたデバイスとして「ガイドワイヤ」、「カテーテル」、「ステ
ント」がコメント候補として表示されている。
【０１１３】
　上記のコメント候補及びその数は説明上の一例にすぎないが、ユーザは、入力装置４８
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を介して、表示されたコメント候補の中から、当該被検体画像に対するコメントを選択す
ることができる。
【０１１４】
　＜本実施形態の動作説明＞
　図７は、本実施形態のＸ線診断装置１０の動作の一例を示すフローチャートである。こ
こでは一例として、透視下の治療計画が決定後、造影剤投与の前後に同一の被検体の同一
の撮像領域に対して時系列的にＸ線画像が順次撮像されつつ、治療計画が実行される場合
について説明する。以下、前述の各図を参照しながら、図７に示すフローチャートのステ
ップ番号に従って、Ｘ線診断装置１０の動作を説明する。
【０１１５】
　［ステップＳ１］システム制御部４２ａ（図１参照）は、入力装置４８を介して入力さ
れた条件に基づいて、治療計画及び撮像条件を設定する。この後、ステップＳ２に進む。
【０１１６】
　［ステップＳ２］造影剤投与の前後において、同一の被検体Ｐの同一領域に対して、公
知の動作により時系列的なＸ線画像の投影データが生成される。
【０１１７】
　具体的には、造影剤投与前において、高電圧発生器３１は、システム制御部４２ａの制
御に従って高電圧をＸ線管３４に供給し、Ｘ線管３４はＸ線を発生し、絞り装置３５によ
って被検体Ｐに対するＸ線照射範囲が制御される。
【０１１８】
　Ｘ線検出器３６は、被検体Ｐを透過したＸ線を検出して電気信号に変換し、これを投影
データ生成部４２ｂに入力する。
　投影データ生成部４２ｂは、入力された電気信号からＸ線画像（マスク画像）の投影デ
ータを生成して、生成した投影データをＤＳＡ画像生成部４２ｃに入力すると共に記憶装
置４４に保存する。
【０１１９】
　この後、天板２２やＣアーム３３の位置が固定されたまま、不図示の造影剤投与装置の
遠隔操作によって被検体Ｐに造影剤が投与された後、マスク画像と同一の撮像領域に対し
て、複数のタイミングで上記同様にＸ線画像（コントラスト画像）が撮像される。そして
、コントラスト画像の投影データがＤＳＡ画像生成部４２ｃに入力されると共に記憶装置
４４に記憶される。ＤＳＡ画像生成部４２ｃは、マスク画像及びコントラスト画像の投影
データに基づいて、時系列的な多時相のＤＳＡ画像の画像データを生成し、これをリアル
タイムで表示装置４７に順次表示させる。
【０１２０】
　このような透視／撮像下において、例えばガイドワイヤ操作装置２００が用いられ、治
療計画が実行される。デバイス在庫管理装置４３は、前述のように、治療において使用さ
れるデバイスの情報をリアルタイムで更新記録する。また、音声認識装置４９は、少なく
とも始めのＸ線画像の撮像開始時から、最後のＸ線画像の撮像終了後まで、音声を検出及
び記録し、テキストデータ化する。また、ＤＳＡ画像生成部４２ｃは、順次生成されるＤ
ＳＡ画像の画像データのファイルを記憶装置４４に保存する。
　この後、ステップＳ３に進む。
【０１２１】
　［ステップＳ３］透視（撮像）及び治療の終了後、表示装置４７上には、例えば撮像さ
れた多数のＤＳＡ画像のサムネイル画像が一覧表示される。ユーザは、例えば入力装置４
８を介して任意のサムネイル画像を選択するか、或いは、特定の画像を指定することで、
１つの被検体画像が選択される。候補抽出部４６ｂは、選択された被検体画像（この例で
はＤＳＡ画像）に対して、そのコメント候補を適正数に絞り込むが、このステップＳ３で
は、候補抽出部４６ｂは、一部のコメント候補を決定する。
【０１２２】
　まず、候補抽出部４６ａは、選択された被検体画像の付帯情報の検査／治療関連情報を
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取得する。次に、ここでは一例として、同一被検体Ｐに関してＸ線ＣＴ装置により生成さ
れたボリュームデータが存在するものとする。この場合、図２で説明したように、画像解
析部４６ｂは、通信装置４１を介して取得されたボリュームデータから抽出される各血管
の名称を判定し、選択された被検体画像と投影方向が合致するように、ボリュームデータ
から２次元の投影データを生成する。画像解析部４６ｂは、２次元に投影されたＣＴ画像
と、選択された被検体画像とで輪郭が互いに合致する血管の名称を候補抽出部４６ａに入
力する。
【０１２３】
　候補抽出部４６ａは、画像解析部４６ｂから入力された血管名称をコメント候補として
決定し、その下流の血管が存在する場合には下流の血管の名称をコメント候補として決定
する。なお、下流の血管が存在する場合に候補抽出部４６ａが下流の血管をコメントの候
補に含める点は、あくまで一例にすぎない。下流の血管についてはコメントの候補に含め
なくてもよい。
【０１２４】
　また、候補抽出部４６ａは、前述のようにデバイスの在庫管理装置４３にアクセスする
ことで、選択された被検体画像の撮像時に使用されたデバイスの名称をコメント候補とし
て決定する。なお、塞栓術用のコイルが使用された場合には、前述のように、候補抽出部
４６ａは、体積塞栓率をコメント候補として決定する。
【０１２５】
　また、候補抽出部４６ａは、システム制御部４２ａにアクセスすることによりステップ
Ｓ１で設定された治療計画の情報を取得し、治療計画の情報等に基づいて、選択された被
検体画像がどの治療段階の画像であるかを例えば前述の手順で判定する。候補抽出部４６
ａは、選択された被検体画像が該当する治療段階をコメント候補として決定する。
【０１２６】
　また、候補抽出部４６ａは、選択された被検体画像の画像データのファイルを参照する
。ここでは一例として、候補抽出部４６ａは、Ｘ線照射方向が前述した多用される方向と
は異なる場合、そのＸ線照射方向をコメント候補として決定する。
　この後、ステップＳ４に進む。
【０１２７】
　［ステップＳ４］候補抽出部４６ａは、ステップＳ３で決定されたコメント候補を含め
適正数となるように、ステップＳ３で取得済みの当該被検体画像の検査／治療関連情報に
応じて、残りのコメント候補を決定する。その決定方法については、前述の通りである。
　この後、ステップＳ５に進む。
【０１２８】
　［ステップＳ５］候補抽出部４６ａは、ステップＳ３、Ｓ４で決定された適正数のコメ
ント候補を表示装置４７に表示させる（図４参照）。この後、ステップＳ６に進む。
【０１２９】
　［ステップＳ６］入力装置４８は、ユーザの操作により選択されたコメント候補を、当
該被検体画像のコメント（特徴情報を示すキーワード）として当該被検体画像のデータの
ファイルの付帯情報に含めるか、又は、当該被検体画像上において着目領域を避けた画像
領域に文字的に挿入する。なお、入力装置４８は、画像を理解し易くする情報として当該
被検体画像の保存時に画像上に挿入される選択肢として、ユーザにより選択されたコメン
ト候補を追記(overwrite)してもよい。
【０１３０】
　また、本実施形態では一例として、デバイスとしてコイルが使用されたことがステップ
Ｓ３において判定された場合、候補抽出部４６ａ又は入力装置４８により、挿入されたコ
イルの情報（名称、径、長さなど）が前述のように画像の一部領域に文字的に付与される
（体積塞栓率が得られた場合、上記コイル情報は体積塞栓率と共に付与される）。
【０１３１】
　また、コメント候補として一般名称が表示され、当該一般名称がユーザにより選択され
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た場合、当該一般名称のみならず、当該一般名称を具体化する情報が画像ファイルに付与
される。
【０１３２】
　より具体的には、候補抽出部４６ａが複数のコメント候補の１つとして「コイル」とい
う一般名称（デバイスの総称）を表示装置４７に表示させ、これらコメント候補の中から
、ユーザにより「コイル」が選択された場合を考える。この場合、入力装置４８は、コメ
ント選択の対象の画像ファイルに対し、当該画像の生成時に使用されたコイルの具体的名
称（例えば頚動脈用ステント）と、その径、長さなどの関連情報との組み合わせ情報を付
与する。同時に、表示装置４７は、これら組み合わせ情報の全てを表示する。
【０１３３】
　別の例として、候補抽出部４６ａが複数のコメント候補の１つとして「造影剤」という
薬剤の総称を表示装置４７に表示させ、これらコメント候補の中から、ユーザにより「造
影剤」が選択された場合を考える。この場合、入力装置４８は、コメント選択の対象の画
像ファイルに対し、「造影剤」という薬剤の総称と、当該画像の生成時に使用された造影
剤の具体的名称（例えば水溶性ヨウド造影剤）との組み合わせ情報を付与する。同時に、
表示装置４７は、これら組み合わせ情報の全てを表示する。
【０１３４】
　別の例として、候補抽出部４６ａが複数のコメント候補の１つとして「体積塞栓率」と
いう指標名を表示装置４７に表示させ、これらコメント候補の中から、ユーザにより「体
積塞栓率」が選択された場合を考える。この場合、入力装置４８は、コメント選択の対象
の画像ファイルに対し、「体積塞栓率」という指標名と、当該対象画像における「体積塞
栓率の具体値」との組み合わせ情報を付与する。同時に、表示装置４７は、これら組み合
わせ情報の全てを表示する。
　以上が本実施形態のＸ線診断装置１０の動作説明である。
【０１３５】
　＜本実施形態の効果＞
　このように本実施形態によれば、候補抽出部４６ａにより、被検体画像に対するコメン
ト候補が適正数に絞り込まれた上で表示装置４７に表示される。従って、ユーザは、コメ
ントを大量の候補の中から選んだり、マニュアルで入力する必要はないので、操作負担が
軽減される。
【０１３６】
　コメント候補が適正数に絞り込まれる抽出処理では、当該被検体画像のファイルの付帯
情報における検査／治療関連情報のみならず、音声認識装置４９により撮像時に検出され
てテキストデータ化されたキーワードが参照される。また、抽出処理では、別の画像診断
装置で生成された同一被検体Ｐのボリュームデータから得られる血管情報が参照される。
さらに、抽出処理ではデバイス情報管理装置４３から得られる撮像時に使用されたデバイ
ス情報も参照される。従って、候補抽出部４６ａは、当該被検体画像を他の画像から区別
するための特徴的な情報をコメント候補として選択することができる。
【０１３７】
　従来技術では、ユーザの操作によって入力或いは選択される情報と、画像ファイルに付
与される情報とは、一致していた。これに対し本実施形態では、コメント候補として一般
名称が表示され、当該一般名称がユーザにより選択された場合に、当該一般名称をさらに
具体化する情報が画像ファイルに付与され、表示される。例えば「体積塞栓率」というコ
メント候補が選択された場合、その具体的数値が表示され、被検体画像のファイルにも付
随される。このようなＸ線診断装置１０の自動的処理により、被検体画像を従来よりも理
解し易くできるため、診断や治療に関わる操作時間の短縮も期待しうる。
【０１３８】
　以上説明した実施形態によれば、撮像時の各種条件を理解し易くするために、コメント
領域などのＸ線画像のファイルに付与される情報に関して、その入力を支援することでユ
ーザによるＸ線診断装置の操作負担を軽減することができる。



(19) JP 2016-123719 A 2016.7.11

10

20

30

40

50

【０１３９】
　＜本実施形態の補足事項＞
　［１］上記実施形態では、同一の被検体Ｐに対してＸ線ＣＴ装置により生成されたボリ
ュームデータから抽出される複数の血管と、Ｘ線診断装置１０により生成されたＤＳＡ画
像とでパターンマッチングを実行することで、輪郭が合致する血管の名称をコメントの候
補として選択する例を述べた。本発明は、かかる実施形態に限定されるものではない。コ
メントの候補となる血管名の決定方法に関しては、例えば以下の第１の変形例又は第２の
変形例を採用してもよい。
【０１４０】
　第１の変形例として、候補抽出部４６ａは、音声認識装置４９により撮像時に生成され
たテキストデータの中から、例えば「これから…動脈にステントを入れて…」といった血
管名のキーワードを検索する。候補抽出部４６ａは、当該被検体画像のファイルの付帯情
報内の血管名の中で、検索したキーワードと合致する血管名をコメントの候補として選択
する。
【０１４１】
　第２の変形例として、ガイドワイヤなどのデバイス挿入時の透視により、同一の撮像領
域に対して時系列的な多数のＸ線画像が生成される場合、画像解析部４６ｂは、Ｘ線画像
から当該デバイスの先端の軌跡を追跡することで、血管形状を検出する。画像解析部４６
ｂは、データとして記憶している標準血管モデルの中から、検出した血管形状に最も近い
血管を選択し、その血管名称を候補抽出部４６ａに入力する。候補抽出部４６ａは、画像
解析部４６ｂから入力された血管名称を、これら同一の撮像領域における時系列的な多数
のＸ線画像に対する共通のコメントの候補とすることができる。
【０１４２】
　［２］上記実施形態では、デバイス在庫管理装置４３がＸ線診断装置１０内に含まれ、
Ｘ線診断装置１０上で検査や治療に用いられる各デバイスの過去の使用情報や現時点の使
用状況をリアルタイムで更新及び記憶する例を述べた。本発明の実施形態は、かかる態様
に限定されるものではない。
【０１４３】
　デバイス在庫管理装置は、Ｘ線診断装置１０とは独立した構成として、Ｘ線診断装置１
０の外部に配置されてもよい。この場合、デバイス在庫管理装置は、Ｘ線診断装置１０の
みならず、他の画像診断装置上での検査や治療に用いられる各デバイスの過去の使用情報
や現時点の使用状況をリアルタイムで更新及び記憶する。そして、抽出処理部４６ａは、
通信装置４１を介して、上記実施形態のように、Ｘ線診断装置１０上での検査や治療に用
いられたデバイスの情報を（外部の）デバイス在庫管理装置から取得すればよい。
【０１４４】
　［３］上記実施形態では、画面情報生成装置４６、入力装置４８及び音声認識装置４９
がＸ線診断装置１０に搭載される例を述べた。本発明の実施形態は、かかる態様に限定さ
れるものではない。上記実施形態の画面情報生成装置４６、入力装置４８及び音声認識装
置４９は、例えば、造影剤投与の前後の血流像の撮像が可能なＸ線ＣＴ装置(X-ray Compu
ted Tomography Apparatus)や磁気共鳴イメージング装置などの他の画像診断装置に搭載
されてもよい。
【０１４５】
　［４］図７のステップＳ２～Ｓ６の処理をプログラムコード化することで、画像特徴情
報の入力支援プログラム（被検体画像に対するコメント入力支援プログラム）を作成して
もよい。図１の画面情報生成装置４６は、かかるコメント入力支援プログラムがインスト
ールされたものとして解釈してもよい。
【０１４６】
　また、図１では撮像制御装置４２及び画面情報生成装置４６をハードウェアとして説明
したが、その場合、画面情報生成装置４６、表示装置４７、入力装置４８、音声認識装置
４９が全体として、「Ｘ線診断装置における画像特徴情報の入力支援システム（Ｘ線診断
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【０１４７】
　但し、上記は一構成例にすぎず、撮像制御装置４２及び画面情報生成装置４６をそれぞ
れ、第１ＣＰＵ(Central Processor Unit)、第２ＣＰＵとして構成してもよい。この場合
、第２ＣＰＵの各部は、上記コメント入力支援プログラムにより候補抽出機能（４６ａ）
、画像解析機能（４６ｂ）、画像処理機能（４６ｃ）として働き、第２ＣＰＵ、表示装置
４７、入力装置４８、音声認識装置４９が全体として、「Ｘ線診断装置における画像特徴
情報の入力支援装置」として機能する。
【０１４８】
　［５］請求項の用語と実施形態との対応関係を説明する。なお、以下に示す対応関係は
、参考のために示した一解釈であり、本発明を限定するものではない。
　入力装置４８は、請求項記載の入力部の一例である。
　音声認識装置４９は、請求項記載の音声認識部の一例である。
　デバイス在庫管理装置４３は、請求項記載の在庫管理システムの一例である。
【０１４９】
　［６］本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
ものである。
【符号の説明】
【０１５０】
１０：Ｘ線診断装置，
２０：寝台装置，　２１：支持台，　２２：天板，
３０：Ｘ線発生／検出系，　３３：Ｃアーム，　３４：Ｘ線管，　３５：絞り装置，
４０：計算機系，　ＳＢ：システムバス，　Ｐ：被検体
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